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介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について（通知） 

 

 

 介護保険法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第 420号）が本年 12月 17日に

別添のとおり公布され、来年４月１日から施行することとされたところです。 

 本改正の趣旨及び改正の内容は下記のとおりですので、十分御了知の上、関係者、関係

団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いいたしま

す。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

 令和７年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応する

との観点から、給与所得控除について最低保障額を55万円から65万円に10万円引き上

げる見直し（以下「令和７年度見直し」という。）が行われた。 

介護保険の第１号被保険者の保険料（以下「第１号保険料」という。）においては、

市町村民税課税の有無や合計所得金額等を標準段階の所得基準として用いているとこ

ろ、令和７年度見直しに伴い、一部の被保険者の段階の移動が生じ、第９期介護保険

事業計画中（令和６～８年度）の保険料収入が減少する可能性がある。保険者の責め

に帰さない保険料収入不足を可能な限り防ぐ観点から、介護保険の第１号保険料への

令和７年度見直しによる影響を遮断するため、介護保険法施行令（平成 10 年政令第 

412 号。以下「令」という。）の規定について、所要の改正を行う。 

また、前述のとおり、今般の改正は、第９期介護保険事業計画（令和６～８年度）

における一時的な保険料収入不足を防ぐ趣旨で行うものである。よって、令和８年度

の保険料の算定のみに限り適用するものとする。 

各 
都道府県知事 

殿 
市 町 村 長 



なお、令和９年度以降は新たな介護保険事業計画期間となり、令和７年度見直し後

の所得を所与の基準とした上で改めて基準を設定する。 

 

第２ 改正の内容 

   介護保険の第１号保険料の標準段階を判定する際に、令和７年度見直しの影響によ

り第１号保険料の標準段階が変わりうる第１号被保険者については、令和７年度見直

し前と同様の判定となるよう、保険料率の算定に関する合計所得の額の算定方法の特

例並びに保険料率の算定に関する市町村民税世帯非課税者及び市町村民税が課されて

いない者の基準の特例を設ける。 

   

第３ 施行期日 

令和８年４月１日 

 

＜補足＞ 

  近日中に、本政令改正に伴って各市町村における介護保険条例の改定に当たっての参

考に供するため条例参考例の発出を予定しており、施行準備に当たっては、当該条例参

考例を参照するようよろしくお願いします。 

 

 



令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
十
二
月
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

政
令
第
四
百
二
十
号

介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令

を
制
定
す
る
。

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
い
う
。」の
下
に
「
次
条
及
び
附
則
第
二
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。」を
加
え
、「
所
得
税

法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
」
を
「
給
与
所
得
（
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与

所
得
を
い
う
。
次
条
及
び
附
則
第
二
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
令
和
八
年
度
の
保
険
料
率
の
算
定
に
関
す
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
二
十
四
条

第
一
号
被
保
険
者
の
う
ち
、
令
和
七
年
の
合
計
所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
者
（
同
年
中

の
給
与
等
（
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
収
入
金
額
が
五
十
五
万

千
円
以
上
六
十
五
万
千
円
未
満
で
あ
る
者
に
限
る
。）の
令
和
八
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第
二

十
二
条
の
二
第
四
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
三
十
八
条
第
一
項
（
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
、
第
四
号

イ
、
第
六
号
イ
、
第
七
号
イ
、
第
八
号
イ
、
第
九
号
イ
、
第
十
号
イ
、
第
十
一
号
イ
及
び
第
十
二
号
イ
に
係
る
部
分

に
限
る
。）及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
（
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
、
第
四
号
イ
、
第
六
号
イ
、
第
七
号
イ
、第
八
号
イ
、

第
九
号
イ
、
第
十
号
イ
、
第
十
一
号
イ
、
第
十
二
号
イ
及
び
第
十
三
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
第
一
号
中
「
第
六
項
第
一
号
、
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
九
項
、
第
三
十
八

条
第
一
項
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
及
び
第
四
号
イ
並
び
に
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
及
び
第
四
号

イ
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
項
第
一
号
並
び
に
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
九
項
」
と
、
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ハ

中
「
合
計
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す

る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
（
租
税
特
別

措
置
法
第
四
十
一
条
の
三
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、そ
の
控
除
前
の
金
額
）


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第
一
号
被
保
険
者
の
う
ち
、
令
和
七
年
の
合
計
所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
者
（
同
年
中
の
給
与
等

の
収
入
金
額
が
六
十
五
万
千
円
以
上
百
六
十
一
万
九
千
円
未
満
で
あ
る
者
に
限
る
。）の
令
和
八
年
度
に
お
け
る
保
険

料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
第
一
号
、
第
三
十
八
条
第
一
項
（
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
、
第

四
号
イ
、
第
六
号
イ
、
第
七
号
イ
、
第
八
号
イ
、
第
九
号
イ
、
第
十
号
イ
、
第
十
一
号
イ
及
び
第
十
二
号
イ
に
係
る

部
分
に
限
る
。）及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
（
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
、
第
四
号
イ
、
第
六
号
イ
、
第
七
号
イ
、
第
八

号
イ
、
第
九
号
イ
、
第
十
号
イ
、
第
十
一
号
イ
、
第
十
二
号
イ
及
び
第
十
三
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
第
一
号
中
「
第
六
項
第
一
号
、
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
九
項
、
第

三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
及
び
第
四
号
イ
並
び
に
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
及
び

第
四
号
イ
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
項
第
一
号
並
び
に
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
九
項
」
と
、
第
三
十
八
条
第
一
項
第

一
号
ハ
中
「
合
計
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に

規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得

が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
（
租

税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
三
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
控
除
前

の
金
額
）
に
よ
る
も
の
と
し
、
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
別
控
除
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金

額
か
ら
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零

を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
次
号
イ
及
び
第
四
号
イ
並
び
に
次
条
第
一
項
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
及
び
第
四

号
イ
に
お
い
て
同
じ
。）」
と
、
同
項
第
六
号
イ
中
「
合
計
所
得
金
額
を
い
い
」
と
あ
る
の
は
「
合
計
所
得
金
額
を
い

い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

当
該
給
与
所
得
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
に
十
万
円
を
加
え
た
額
に
よ

る
も
の
と
し
」
と
す
る
。

３

第
一
号
被
保
険
者
の
う
ち
、
令
和
七
年
の
合
計
所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
者
（
同
年
中
の
給
与
等

の
収
入
金
額
が
百
六
十
一
万
九
千
円
以
上
百
九
十
万
円
未
満
で
あ
る
者
に
限
る
。）の
令
和
八
年
度
に
お
け
る
保
険
料

率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
第
一
号
、
第
三
十
八
条
第
一
項
（
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
、
第
四

号
イ
、
第
六
号
イ
、
第
七
号
イ
、
第
八
号
イ
、
第
九
号
イ
、
第
十
号
イ
、
第
十
一
号
イ
及
び
第
十
二
号
イ
に
係
る
部

分
に
限
る
。）及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
（
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
、
第
四
号
イ
、
第
六
号
イ
、
第
七
号
イ
、
第
八
号

イ
、
第
九
号
イ
、
第
十
号
イ
、
第
十
一
号
イ
、
第
十
二
号
イ
及
び
第
十
三
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
第
一
号
中
「
第
六
項
第
一
号
、
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
九
項
、
第
三

十
八
条
第
一
項
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
及
び
第
四
号
イ
並
び
に
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
及
び
第

四
号
イ
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
項
第
一
号
並
び
に
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
九
項
」
と
、
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一

号
ハ
中
「
合
計
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規

定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が

含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
（
租
税

特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
三
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
控
除
前
の

金
額
）
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）に
六
十
五
万
円
か
ら

令
和
七
年
給
与
所
得
控
除
額
（
令
和
七
年
中
の
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額
か

ら
、
当
該
給
与
等
の
収
入
金
額
を
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
十
三
号
）
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
所
得
税
法
別
表
第
五
の
給
与
等
の
金
額
と
し
て
、
同
表
に
よ
り
当
該
金
額
に
応
じ
て
求
め
た

同
表
の
給
与
所
得
控
除
後
の
給
与
等
の
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
い
う
。
第
三
十
八
条
第
一
項
第
六
号
イ
に
お
い

て
同
じ
。）を
控
除
し
て
得
た
額
を
加
え
た
額
に
よ
る
も
の
と
し
、
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
別
控
除
の
適
用
が
あ

る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額

と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
次
号
イ
及
び
第
四
号
イ
並
び
に
次
条
第
一
項

第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
及
び
第
四
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。）」
と
、
同
項
第
六
号
イ
中
「
合
計
所
得
金
額
を
い
い
」
と

あ
る
の
は
「
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所

得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
給
与
所
得
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た

金
額
に
六
十
五
万
円
か
ら
令
和
七
年
給
与
所
得
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
加
え
た
額
に
よ
る
も
の
と
し
」
と
す

る
。

（
令
和
八
年
度
の
保
険
料
率
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
特
例
）

第
二
十
五
条

第
一
号
被
保
険
者
の
令
和
八
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び

第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の

世
帯
員
の
う
ち
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
該
当
す
る
者
は
、
同
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ

て
い
る
者
と
み
な
す
。

一

令
和
七
年
の
合
計
所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
者
（
令
和
八
年
度
分
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お

い
て
当
該
保
険
料
を
賦
課
す
る
市
町
村
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。）で
あ
っ
て
、
令
和
八
年
度
分
の
地
方
税

法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
当
該
保
険
料
を
賦
課
す
る
市
町
村
に
住
所
を
有
す
る
も
の

（
同
法
第
二
百
九
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
と
み
な

さ
れ
た
者
を
含
む
。）

二

地
方
税
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、
令
和
八
年
度
分
の
同
法
の
規
定

に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の

イ

令
和
七
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
五
十
五
万
千
円
以
上
六
十
五
万
千
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
百
三
十

五
万
円
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
五
十
五
万

円
を
控
除
し
て
得
た
額
以
下
で
あ
る
場
合

ロ

令
和
七
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
六
十
五
万
千
円
以
上
百
六
十
一
万
九
千
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
百

三
十
五
万
円
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
十
万
円
以
下
で
あ
る
場
合

ハ

令
和
七
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
百
六
十
一
万
九
千
円
以
上
百
九
十
万
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
百
三

十
五
万
円
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
六
十
五
万
円
か
ら
、
同
年
中
の
給
与
等
の
収

入
金
額
か
ら
当
該
給
与
等
の
収
入
金
額
を
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
令
和
七
年
法
律
第
十
三
号
）

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
所
得
税
法
別
表
第
五
（
以
下
「
別
表
第
五
」
と
い
う
。）の
給
与
等
の
金
額
と

し
て
、
別
表
第
五
に
よ
り
当
該
金
額
に
応
じ
て
求
め
た
別
表
第
五
の
給
与
所
得
控
除
後
の
給
与
等
の
金
額
を
控

除
し
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
以
下
で
あ
る
場
合

三

地
方
税
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
せ
ず
、
か
つ
、
令
和
八
年
度
分
の
同
法
の
規
定

に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の

イ

令
和
七
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
五
十
五
万
千
円
以
上
六
十
五
万
千
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
地
方
税

法
第
二
百
九
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
当
該
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
金
額
か

ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
五
十
五
万
円
を
控
除

し
て
得
た
額
以
下
で
あ
る
場
合

ロ

令
和
七
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
六
十
五
万
千
円
以
上
百
六
十
一
万
九
千
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
地

方
税
法
第
二
百
九
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
当
該
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
金

額
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
十
万
円
以
下
で
あ
る
場
合

ハ

令
和
七
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
百
六
十
一
万
九
千
円
以
上
百
九
十
万
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
地
方

税
法
第
二
百
九
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
当
該
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
金
額

か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
六
十
五
万
円
か
ら
、
同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
か

ら
当
該
給
与
等
の
収
入
金
額
を
別
表
第
五
の
給
与
等
の
金
額
と
し
て
、
別
表
第
五
に
よ
り
当
該
金
額
に
応
じ
て

求
め
た
別
表
第
五
の
給
与
所
得
控
除
後
の
給
与
等
の
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
以
下
で
あ

る
場
合

か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）に
令
和
七
年
中
の
所
得
税
法

第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
五
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
を
加
え
た
額
に
よ
る

も
の
と
し
、
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
別
控
除
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
第
二
十
二

条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に

は
、
零
と
す
る
。
次
号
イ
及
び
第
四
号
イ
並
び
に
次
条
第
一
項
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
及
び
第
四
号
イ
に
お
い
て
同

じ
。）」
と
、
同
項
第
六
号
イ
中
「
合
計
所
得
金
額
を
い
い
」
と
あ
る
の
は
「
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
当
該
合
計
所

得
金
額
に
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
給
与
所
得
の

金
額
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
に
令
和
七
年
中
の
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給

与
等
の
収
入
金
額
か
ら
五
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
を
加
え
た
額
に
よ
る
も
の
と
し
」
と
す
る
。





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
２

第
一
号
被
保
険
者
の
令
和
八
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
十
九

条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
第
一
号
被
保
険
者
が
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、

同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
第
一
号
被
保
険
者
は
、
同
年
度
分

の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
る
者
と
み
な
す
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗




